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議案説明書 

こども福祉部 保育課・こども課 

提出議会：令和７年第６回定例会 

 

１ 案件名 

議案第１００号 佐野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例等の改正について 

 

 

２ 概要 

  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整

備等に関する内閣府令の制定に伴い、所要の規定を整備するため関係する条例を改

正する。 

 

 

３ 理由、趣旨、目的、内容等 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の

整備等に関する内閣府令の制定に伴い、「特定教育・保育施設及び地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」及び「家庭的保育事業等

の整備及び運営に関する基準」、「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」

並びに「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が次の２点におい

て改正されたため。 

(１)虐待等の禁止において心身に有害な影響をあたえるため、こどもに対して職員

が行ってはならない禁止行為として、児童福祉法の規定の改正及び認定こども

園法、学校教育法の規定に掲げる行為が追加された。 

(２)国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内に限り認められている、地域

限定保育士制度を一般制度化し、保育所等の各施設に置かなければならないと

されている保育士について、地域限定保育士も保育士とみなすこととされた。 

 

 

４ その他の事項 

  施行日  公布の日 

  


